
様式第1－1号

二

…1一面豊|会派 経理担当者代表者

サーチキー使途項目 書支出証拠

。、 ー

ー

上る支出がある場舎

記入すること。

藥理番号

7 8 0 0

経費項目 調詞究費･研修費． 蝿広報費.霊識儒穂謄.会議･資料ｲ賊費･資粥艤入費;扉胃･事務所費･人件費

内 容 事務用品代（ 品名：ラバIしし'し ）
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按分の理由． “
政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)
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様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗTﾗm－F~｢5TI1
（・会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 ③ 経理責任者 箇 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･圃就燕費･霧赫請鋤費･会議費･資料侑罎･陣蔚買･事務費･藷翻漬･人件費

内 容

■

書籍購入代
0

年月 日 令和ﾌ/年7月源～令和 年 月 日 金 額 ≦ひくの 円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 書籍購入（書籍名： 9-fil…抑今州巽ﾉ#f塁 _上二、 下 )

関連性

県政関連の情報を収集し、政策や議会質問等の参考にする。
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全て政務活動にかかる

ものである。
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納品書 頁12020年06月26日
36793No

四本康久様

一
一

〒1納品致します。下記の通り

¥6,050

請求書 頁 12020年06月26日36793No

■I■■
〒

振込口座みずほ銀行江戸川橋支店(晋)1327831

行 商 品 名 部数 定価 合計金額

1 D-file2020年6月発行号(5月号）上･下 2 2，475 4,950

2 BeaconVo1.82(夏号） 1 . 1,100 1,100

3

4
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6

7
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9
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11
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15

摘
要

合
計 3 6,050

行 商 品 名 部数 定価 合計金額

1 D-file2020年6月発行号(5月号）上･下 2 2，475 4,950

2 BeaconVo1.82(夏号） 1 1,100 1,100

3
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様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

F1一応T5~｢IJ
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

■ 一

喧了)砥務活動青の支出誰
圭Oxm〃当凸

ぞれ該当欄に記入すること。

轄土梺杳君一 7－3

決
裁 会派代表者 経理責任者 曾 経理担当者 ■■

経費項目 調査心費?研修費

内 容 '諄庭ｷ郷ェ史同廿会 負-会話
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会員の皆様へ

令和2年6月25日

富士宮市郷士史同好会

会長渡井一信

総会中止と会費の納入についてのお願い

雨後の新緑がひときわ濃く感じられる季節となりました。

会員の皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。常日頃会の運営

につきまして。ご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。

さて、コロナ禍の終息はまだまだ先になる錆目ですが､感染拡大防止のため､本年

度の6月27日（土)の総会は中止と致しました｡会合や各部会活動も3月より自粛
しておりましたが、6月25日（木）に役員のみによる理事会を開催し総会議案を承

認させていただきました。 また、会誌『月の輪』第35号の発刊も延期（12月末

発行予定） とし、総会資料の配布も郵送に致しました。

それに伴い､会の年会費《3， 000円》の集金についても､本年度は

各自で会指定の郵便振替口座に振り込んで頂くよう、お願い致します。振込用紙を

同封させていただきます。振込期日は、 7月末までにお願いしますb

何よりも健康第一です｡ご自愛下さい｡ご不明の点は事務局までご連絡ください。

以上、よろしくお願い致します。

(郵便振替口座番号）

口座番号 00830－2－42576

口座名 富士宮市郷士史同好会

※お近くの郵便局から振り込みください。

振込手数料が発生します。誠に申し訳ございませんが自己負担でお願いいた

します。

問い合せについては。下記事務局までお願い致しますb

事務局■■■■■■■
電話■■■■■■■■■■■■■



富士宮市郷士史同好会会則

第1条（名称) ・

本会は富士宮市郷土史同好会と祢す。

第2条（事務所）

本会の事務所は会長の自宅に置く。

第3条（目的）

本会は、富士宮市の歴史と文化を知り、郷土の文化財を守り育てることを目的とする。

第4条（事業）

本会の目的を達成するために次の事業を行う'。

1定例会及び役員会。

2調査研究会の問催。

3史跡の見学会・講習会等の開催。

4会誌及びその他の刊行。

5研究者相互の連絡及び協力の促進。

第5条（会貝｝

1本会の趣旨に賛同するものは本会会員となることができる。

2 1年間会費未納者は除籍する。また本会の名誉をそこなう行為のあった場合は除名する。

第6条（会費）

会費は次のとおりとする。

年3， 500円 （但し、会誌一冊を含む）

ただし、第4条に掲げる事業を運営するため、必要に応じて別に徴収することができる。

第7条（役員）

本会運営のため下記の役員を置く。

1顧問若干名 会長の求めに応じて助言を行う。

2会長一名 会員の統合及び会合の招集を行う。

3副会長一名 会長の補佐を行う。

4理事十名程度会の運営と会員の連絡を行う。

5会計一名

6事務局一名

7監査二名

（会計・事務局・監査は理事を兼任してよい）

第8条（役員の選任と任期）

役員の選任は総会で行い、その任期は毎年総会開催日に始まり翌年の総会前日までとする。

第9条（会計）

1本会運営に必要な経費は会費及び寄付金その他をもって充てるに

2会計年度は総会開催日より翌年の総会前日までとする。

3会計は総会に於いて決算報告を行う。

第10条（会則）

会則の改正は総会において出席者の過半数をもって、行うことができる｡
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様式第1－1号

使途項目 サーチキー 書支出証拠

五

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

鑿理番号 7－牟

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

7 7 0 0

経費項目 調査研究費.研修費･広聴広報費･蕊鞠誇働費･会議費･厩W弱･資料購入費･事務費･議嬬漬･人料賓

内 容 複合機保守・コピー代 ．

年月 日 フ月><旧~令和令和二一年 年 月 日 金 額
_2O光 円

目的 政務活動資料のコピー

使途

』

＆月請求分

政務活動・

県政との

関連性

政務調査活動、県政関連資料等の作成

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

■

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

4ﾑな~夛円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

〃ｸ台 円
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様式第1－1号

裳|会派礁者｜鰯｜鯉責任者|箇｜経離当者
使途項目 サーチキー ‐ 支出証拠書
｢ﾗTW]-｢5T5T51

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

ご"丁7~1－圭復〕xrn〃』缶

記入すること。

鑿理番号 7－､す

経費項目 調翫職賓･研修費･広聴顧；費・霊澗誇鰯債･会議費･資料癖・資料購入費。 厚霧買･事獅漬･人件費

内 容 自動車ﾘｰｽ料（戸 月分） ．

年月 日 令和ﾕｰ年ｸ月多､

日～令和 年 月 日 金額 27,225円

目的

使途

関連性

く領収書貼付枠＞

リース料56,430円のうち、政務活動費の対象外経費を除いた金額の1／2請求する

リース料 ト、ﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ料

縮敲き51,300円一， 1,800円 ）×1.10×1／2＝27,225円

I 620-07-061 2001 爾珂ﾄｳｷﾖｳｾﾝﾁﾕﾘｰ(力 1

◎

と私用》

領収書金額(a)

蛾舛〃 5鱈)円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

27,225 円



〒418-OO61

静岡県 富士宮市

北町

13－3

四本康久様

一
》

〒 420-O853

静岡県 静岡市葵区
追手町
8－1日土地静岡ビル6F

部署静岡支店営業チーム

電話 054-205-2641

担当■■■■■■
2020年6月 16日

IIIIIII'llll叩l''IIIII'll'III'1'III･II'II.II.IInIImllnIInll･IIIIIII

KO15AOOO1173YAOO1173

請求書物. 50F55381

請求先コード■■■■■
口座振替通知書

平素格別のご愛顧を賜りまことにありがとうございます。表記のとおりご請求申し上げますので、ご照合のうえお支払い下さい。ページ： 1

請 求 明 細ご 消費税(円）契約番号
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リース料190703

1

ﾘース 消費税10％計

5130［
三

(税抜）ページ小計一一＞

識 1件請求件数

《
ヲ ．…侭 |_ ‐請求_"額一_… 一お支払_期日一 恭古私方注

¥56,430

内リース料等 51,300
内消費税等 5,130

2020年7月 6日 口座振替

通
信
欄



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

[7m-Fm]
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

巳Fl--
※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 7－6

決
裁 会派代表者 経理責任者 衝 経理担当者

経費項目 調劃)暁費･研修費･広聴広報費･霊澗誇翻債;会議費･資料ｲ鰔費･厩溺･事務費･隷所費･人件費

内 容 新聞購読料（日本教育新聞）

年月 日 令和＞年'7月6 日～令和 年 月 日 金 額 2ﾗフまり 円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途
” 年も 月購詞斗

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2Z~D 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ﾕｽ_fD 円



0

様式第1－1号

儒者_苦話 支“証拠書
（・会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

ｆ

よる支出がある場合は、領収雲め金籠

記入すること。

整理杳号 7－7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 司遁研究費･研修費･広聴醗費･要隷挿謡鱸･会議費･資料ｲ鰄費･露鯛･臺務費･事翻f費･人件費

内 容

■

書籍購入代
命へ

申

年月 日 令和〃年7月 7 日～令和 年 月 日 金額

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 書籍購入(書籍名:月千Q屍多物 ）

関連性

■
■

県政関連の情報を収集し、政策や議会質問等の参考にする。

MIK
ｉ
Ｉ

く領収書貼付枠＞
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

円
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請求書

Page｡ 1

2020年6月30B

〒418-0061

静岡県富士宮市北町13－3

◎
四本康久様

燕01-0061

郵便振込口座 00190-6-655183

銀行口座みずほ銀行九段支店当24257

口座名義ニツポウビジネス（力

振込手数料は貴社にてご負担下さいます様､お願い申し上げます。

■■」お問い合せ番号: 10054577↑お客様番号

●お買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。
下記の通りご請求申し上げます。

お知らせ

2020年7月号
銀行振込もご利用いただけます。
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様式第1－1号

－

使途項目 サーチキー

｢TT7〒同一[万一m百1 支出証拠書
（会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブー四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ‘

轄理番号

決
裁 会派代表者 ⑤ 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 緬瑁･研修費･広聴広報費･蕊識儲瀧蹟･会議費･鮮昨成費･資糊鴬入費･事務費｡謡溺漬:人梢賓

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和>一年7月7日常和 年 月 日 金 額 362つ円

目的

骸当項目に丸帥
部局事業ヒアリング・地元要望活動・会派内調整打合せ型 政務活罐料の窪

使途

骸当項目に丸印） 曇 ･宿泊費．魯斗

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

一プロ垂=ず三雲三毛=~『才呈1日｣､'〆ﾉｰいﾉ､ Iプョ回､ﾛI』ﾉRJ,'ノーラガーエー刀凹ﾑﾉｲ建言ﾃｰ色'H匡口心ｿ 'ﾛﾉ｡

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

。 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う 。

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

画 ■

一

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

． 領収書金額(a)

うし” ．円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

ﾗｳ” 円
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１
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但し､乗車鵠として

教瀦釦月× 認上記金熱勤に鋤致しました卜記令篭確かに領幟しました

諭旅禦議黙
ご利用いただきましてありがとうござい漢す

菓誠畿謹黙
刻用いただきましてありがとうございます 二Z〃〃円

I

印紙税申告納

付につき名罐中村

税務署承認済

印綴税申告納

付につき名罎中村

税務署承認済

＃
１
１
１
１
１
．
や
！
守
ｌ
ｑ
Ｊ
０
４
ｊ
‐
１
１
“
ｑ
Ｉ
ｒ
０

静岡駅静岡駅

■ ■
現金出納社員 現金出納鎭

－や－.干倶土肝凸..▲噂…“角4J騨司幸里毎凸…、特←星晶幸占託峠

却恵：四本康久 支千zv; 四本康久

一
－－

証収領

様‘也

但

上記正に領収いたしました

内 訳
富士市柳島276－ど

駐車場ミニパーク、
税抜金額

消費税額等（ ％）

TFWLO545－て61-7863
コクヨウケー1048

h･ ﾛ D

誕繩： 四本康久 イ旦嗜：牌料



様式第1－2号

使途項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書（各種団体会菩）
｢7Tﾗm－｢U~｢5~m

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

可

｡

よる支出がある場合

ぞれ該当欄に記入すること。

整理番号 7－7

決
裁 会派代表者 鰯 諦魑 ⑤ 経理担当者 ■

経費項目 調蝿費・研修費

内 容 "P･弥人WﾉVob人ひりのA兵/今､登 ダ ダ

年月 日 令和＞年7 月『日～令和年 月 日 金額 円

会の趣旨．

目 的

広浮減な稲祁『し/峰皇宅麹礪形動i延畝底霧麗吻
織一吹回1M冊爾髪胸物物,塾も腸し,,鰯応廊/Z零獄

会の活動

内容等 :尭裟探乱潔纈
政務活動

県政との

関連性

〃沸診窪Zc､z穏鮴庇II講報や食か≦ｸﾌ詮見今と』宗を
堆龍壕に反股立廿員

※
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牟
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日
。
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廿
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３
ｑ
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＆
召
再
８
司
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添付書類 ●
● 団,皐員

一

ー ．」

U・事業概要・その他（ ）

失胤ﾊ亭業壊

舞伽87月/βへゞ

(z'z稗ｸ月～2′"彰β）

Mz郷x7ｹ％

二Z,兇タ円

ｹ月

(Zoz/阜納～zり"卓ﾉβノ
〃〃円
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旛駒唖． ，慨
eel_l≦埜細。
<-P扇や旦漿や、
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（
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領収書金額(a)

Z､36多円

按分率(b)
F D

／

ﾉ00%

政務活動費支出額(a×b)
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特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会定款

第1章 総則

（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会という。

（事務所）

第2条この法人は主たる事務所を、静岡県富士宮市に置く。

第2章 目的及び事業

（目的）

第3条この法人は、広葉樹を植樹し保全管理する活動により、富士宮市の柚野地域を中

心に自然環境の保全を図り、地域住民や全国からこの地に訪れる人々に寛ぎの場を提

供し、自然と共生する優しい心を醸成することにより、社会に貢献することを目的と
する。

さらに、水源酒養林や動物にも優しい環境の再生に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」 と
いう｡）第2条別表のうち、次の活動を行う。

（1）環境の保全を図る活動

（事業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行
う。

（1）広葉樹林づくり

（2）広葉樹林・里山の啓発活動

（3） その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員



』

（種別）

第6条この法人の会員は正会員をもって法上の社員とする。

正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に

申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって

本人にその旨を通知しなければならない。

（年会費）

第8条会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。また、年度

途中で入会する会員は、入会時に年会費を納入しなければならない。

（資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）退会届を提出したとき。

②本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）継続して1年以上会費を滞納したとき。

④除名されたとき。

（退会）

第10条会員は､会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

（除名）

第11条会員が次の各号の－に該当する場合には、総会の議決により、これを除名するこ

とができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな

らない。

（1）この定款等に違反したとき。

②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）

第12条既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。



』

I

第4章役員

（種別及び定数)

第13条この法人に次の役員を置く。

（1）理事3人以上20人以内

（2）監事1人以上2人以内

2理事のうち、 1人を会長、 1人以上2人以下を副会長とする。

（選任等）

第14条理事及び監事は総会において選任する。

2会長及び副会長は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員

の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第15条会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が

あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、こ

の法人の業務を執行する。

5監事は、次に掲げる業務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2）この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会

又は所轄庁に報告すること。

④前項の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

（任期等）

第16条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後



最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。

（欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

（解任）

第18条役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任するこ

とができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

（1）職務の遂行に堪えないと認めるとき｡

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章会議

（種別）

第20条この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（総会の構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第22条総会は、以下の事項について議決する。



(1)定款の変更

②解散及び合併

(3)会員の除名

④事業計画及び予算

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

⑦会費の額

(8)借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条にお

いて同じ｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

（総会の開催）

第23条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次の各一号に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。

(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

（総会の招集）

第24条総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か

ら30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときには、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面等

をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）

第25条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足数） ・

第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

（総会の議決） ‘

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
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項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として

表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2

号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

ことができない。

（総会の議事録）

第29条総会の議事録については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2）正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、そ

の数を付記すること｡）

（3）審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印

しなければならない。

（理事会の構成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）

第31条理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）会長が必要と認めたとき。
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②理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があったとき。

(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（理事会の招集）

第33条理事会は、会長が招集する。

2会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日

以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面等

により、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を

要し、理事の3分の2以上の承諾が得られるならばその限りでない。

（理事会の議長）

第34条理事会の議長は、会長がこれにあたる。

（理事会の議決）

第35条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（理事会の表決権等）

第36条各理事の表決権は平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。 ‐

3前項の規定により表決した理事は､前条第2項及び第37条第1項第2号の適用につ

いては、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

ことができない。

（理事会の議事録）

第37条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

②理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者等にあっては、その旨を付記するこ

と｡）



（3）審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2

しなければならない。

人以上が記名押印

第6章資産及び会計

（資産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立の時の財産目録に記載された資産

（2）会費

（3）寄付金品

（少財産から生じる収益

（5）事業に伴う収益

（6）その他の収益

（資産の区分）

第39条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理）

第40条この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に

定める。

（会計の原則）

第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

（事業計画及び予算）

第43条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なけ

れぱならない。
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（暫定予算）

第44条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会

長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用

を講ずることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第45条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の

追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第46条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会

の議決を経なければならない。

2決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第47条この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

（臨機の措置）

第48条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第49条この法人が定款を変更しようとするときは､総会に出席した正会員の4分の8以

上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更す

る場合、所轄庁の認証を得なければならない。

（1）目的 ‘

（”名称

（3）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

④主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る｡）

(5)社員の資格に関する事項
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(6)役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く｡）

(7)会議に関する事項

(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る｡）

(10) 定款の変更に関する事項

（解散）

第50条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

④合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾

を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

（残余財産の帰属）

第51条この法人が解散（合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く｡）したとき

に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決定した者

に譲渡するものとする。

（合併）

第52条この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の4分の3以上の

多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章公告の方法

（公告の方法）
､

第53条この法人の公告は､この法人の掲示板に掲示するとともに､官報に掲載して行う。

第9章事業部及び事務局



（事業部の設置）

第54条この法人に、この法人の業務を処理するため、事業部を設置することができる。

2事業部には、事業部長を置くことができる。

3事業部長は、会長が任免する。

（事務局の設置）

第55条この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2事務局には、事務局長及び職員を置くことができる。
3事務局長及び職員は、会長が任免する。

（組織及び運営）

第56条事業部及び事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会

長が別に定める。

第10章雑則

（細則）

第57条この定款の施行について必要な細則は、

る。

理事会の議決を経て、会長がこれを定め

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

会長 松永泰然

副会長 高瀬幹雄

理事 長谷川義教

理事 稲葉信義

理事 佐野尊司

理事 安藤利夫

理事 篠原雅博

理事 遠藤 進

理事 宮地 隆

理事 菅沼隆行

理事 稲葉 誠

理事 野澤和俊
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理事 小林秀実

監事 沼崎三雄

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の

成立の日から平成28年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の
定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この法人の成立の日

から平成28年6月30日までとする。

6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

（1）正会員 個人 3,000円

(2)正会員 団体 10,000円

I

これは、当法人の定款である。

静岡県富士宮市上柚野592番地

特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会

理事 松永泰然



様式第1－1号

決
裁

画
津 ③会派代表者 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

FT7｢再一DTﾜ同
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経理責任者

経費項目 諭傘 ･研修費･広聴広報費･蕊談儲瀧謄･会議費･資料侑鑪･資料購入費･事務費･雪嬬漬･人件費

内 容 移癩冬拘7療詞臓臘舗關
年月 日

ノ ･

令和2年7月/＆日~令和 年 月 日
ノ

金額
／〃，

円

目的 場席ﾌ知危緬窮踏み県と例寂肪捧
使途

J ’

蕊車桝

関連性

殉危多言ず今鋤繊さら鍬施築に反脆せ§
く領収書貼付枠＞

■

4

一

富士宮駅前交流センター駐車場

・ 令頁叫又言正

毎
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俎
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円
円
円
円
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一
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叩
叩
叩
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１
１
１
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１
１
１
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、
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Ｊ
〃
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１
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〃
〃

恥
肋
木
木
ゞ
》
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檸
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月
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二

等
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網
一
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０
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２
２

０
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１
１

２
２

０
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一
一
額

＃
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刻
刻
間
畢
一
韻
鋤
翻
卸

機
時
時
時

》
樟
準
韓

謨＃

またのご利用をお待ちしております。

分か3-"Z饒市
)↓乙

3．

領収書金額(aj

IoD 円

按分率(b)

／

/00 ％

政務活動費支出額(a×b)

／グーワ 円
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使途項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書

皿甲- （会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四 本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当楠に

記入すること。 ‐

決
裁 会派代表者 ③ 経理責任者 衝 経理担当者 ■■

経費項目 調傘費 ･研修費･広聴嘩蹟･野識藷勧費･会議費･資測伺續･資料購入費･享務費･識f費･人件費

内 容 A派編か沙-上?ﾉ1>ぅ‘､ (ヱー息キノ
年月 日 令和2－年7月か~令和 年 月

~

日

一

金額 妾7約 円

目的 晶夙へq‐▽ >ケ一 ト
使途 表墨匡装一卿皐料

関連性

ｬ>ｹｰﾄ蕊里を今穆,《ｼ鋒'二反'順一曙

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

0

御、易〃？

lz

領収書金額(a)

776o 円

按分率(b)

／

／"-つ％

詞謹浮舌h塞圭LH鎖盾イロY1Pil

ﾗ76， 円
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０
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７詞､書No
窓口-No;RFNo 51201510

領 収
垂
員

様
一

鋪： 難鍔賜‘

但L壷謹些L一 〆jﾉ後洲蕊獺迄へ調上詰灘瀧かに領､致しました

識肺磯胤撫
笈繩:四本康久ご利用いただきましてありがとうございます

■
新富士駅

職出納鰻

一
一

領 収 証

－久奎-2-且_星空_里

但

上記正に領収いたしました

内 訳 富士市柳島276－8

駐車場ミニパーク
税抜金額

消費税額等（ ％）

TELO545-61-7863

コクヨウケー1048

諭嫡：四本康久他書牌蒙I
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曾
決
裁

画
部

会派代表者 経理責任者 経理担当者|｜

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗE－囮~｢UT31
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及てj吸務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ，

轄理番号 7－ﾉZ

経費項目 緬瑁･研修費･I鯨広報費･霊赫鞘鐵費･会議費･鯛ｲ愉蹟･資料購入費･事務費･藷弼漬&人伸賓

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和〃年ｸ月ﾉ|峠和 年 月 日
ジ

金額 /(63C円

目的

嘩当項目に丸帥 部局事業ﾋｱﾘﾝグ･地元等活動会派内調整打合せ･政務活動資料の整理
使途

骸当項目に丸帥 嘩費 ･宿泊費．零斗

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

今

ﾛ垂＝＝皇＝ミテ屋1口JU-ﾉﾉｰい／、 I詞1アドロl〃月｣v／＝ヨミ 一F＝刀出射匙マーユ澗匡円心フ ′Qﾉ◎

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として､県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う 。

匡唾 -------.-…-……－…－－－－－－－－…_ー

預収書貼付枠〉 錨 富士川駅東駐車場

蕊
丁R富士'1'一静飼〃〃堅Z=/I/y"周I

蕊

按分の理由 ．

全て政務活動にかかる

ものである。

‘ 領収書金額(a)

/ｲﾉ矛てう円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)
〃

〃胸円



様式第1－1号

裳|会派慌者|鰯||艘諦｜⑤ 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢ﾗm－DT5~n

一
言

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及ひ…活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 7－〃

経費項目 繩･研修費． 広聴広報
1

O

費･霊繍誇鬮漬･会議費･熱作罐･資糊鴬入費･事務費･事務所費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和
"年7月ﾉ狙玲和 年 月 日 金 額 うら 2つ円

目的

骸当項目に丸印
部局事業ヒアリング・地元要望活動・会派内鐙合せ ･政務活動資料の整理

使途

骸当項目に丸帥 交達 ･宿泊費．参I

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

・ 議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する 。

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

､会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整｡集約を行う。
く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

‘ 領収書金額(a)

ｦ〃a ､円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ﾗ6 Zつ円
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守
公

毎

一吋4｡－

芝
領蹴：

８
２

６

;RFNo51201510

領 収
領収書-No

駅-No 51201510 窓口-No

領 収 書

８
２

６

圭
冒

様

様

鷆織明鐸

但し､乗車識として

鐸
羅織塀

但し､乗車識として烈
卜

上記鐺轆かに領畷しました

上記金調催かに領収致しました

東溺#鶏撫
諏旅鵜戦こ利用いただきましてありがとうございます

こ利用いただきましてありがとうございます
印紙税申告納

付につき名芒渥中村

説務署承認済

Ｏ
ｔ
Ｐ
ｆ
４
ｊ
ｊ
ｆ
０
矛
ｉ
咄
ｉ
ｚ
７
４
ｆ
ｔ
翅
３
２
§
＄
ず
１
西
２
９
１

Ｅ
３
■

印紙税申告納

付につき名古屋中村

説務署承認済

■
新富士駅

『

新富士駅

■
現金出納社員

現金出納鰻

ｵ

町
内
１
１
１
’
Ｉ
剤
１
ｊ
咽
や
都寵ｵ焔：四本康久

一静岡6瑚畑〃円×
吏私着：

Z〃〃円

四本康久

％衣二新息土 二

バー"＝酬僻…優一…や~~…－－."‘"…、｡"-.-‘……---舘一－－･ ､ﾏ -,･－－." " ……. －．．” "‘---. " .捌一挿雷" ---…--. －－－－－－ ．

領 収 証

』

但

上記正に領収いたしました
内 訳

富士市柳島276－6
税抜金額

駐車場ミニパーク消費税額等（ ％）

TELO545-61-7863 、
コクヨウケー1048

熟意： 四本康久佃書､鉾群
1



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7TET51-｢5~｢5TIJ
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当楠に

記入すること。

薬理番号 7－/際

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 霞 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･圃諏報費･要諦樵轆婿･会議費･資料ｲ鰄費･資繩篇入費;鳫調･雲翔漬･人件費

内 容 事務用品代（ 品名: J
／

)他 ）

年月 日 令和多年7月Z/ZB

■

～令和 年 月 日 金額 ﾉぢう
円

目的

使途

関連性

｡

尽
遜
擶
巨

雑
費
栂

’
’
’
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
つ

■
二
一
ｍ
巨
昔
↓
園
唖
屋
四
一
画
邑
叩
ロ
三

|呂｜呂ロ
'三’三Q
I－I－ト
1 1

1 1
1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 I

I I

I I

I I

l I
I I

I ’

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1つ＝
|絹｜隅霜
|雷｜侭据

》
⑪
ｃ
、
十
組

ロ｛

Ｔ
ｂ
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
■
■
０
８
・
■
・
■
■
■
■
日
日
Ⅱ
。
■
■
８
１
１
Ⅱ
Ｊ
Ｔ
６
Ｂ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
日
■
日
■
Ｂ
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
■
■
８
日
■
■
■
■
■
■
巳
■
■
・
■
■
■
■

＞占付枠書目く領収

（
園
）
（
舌
・
三
騒
諄
穣
渓
便
）

召
”
騒
頓
臓
猿
雪
・
皀

垣
房
騒
媚
働
梗
罷
巨

垣
扁
田
主
壽

重
岸
一
一
舛
函
岸
一
ロ

、
、
尋
ｅ
震
値
下
字
畢
、
骨

宰
函
一
戸

2、
蕊
＝‐
や
雨
ロ
亜
苛
一
巨
コ
マ

‐

巴
冨
‐
ミ
ー
学
〔
晉
鯛
。
．
ご
菫
全
量
、
骨

唖
邑
垣
函
画
宕
弓
室
寺
一
二
句
寺

〈
召
‐
三
ｇ
〉
扇
邑
冥
筈
）
、
鬮
皿
旨
叶
冨
呂

や
髄
写
紹
Ｐ
ｇ
靭
鯉
偲
弾
ヨ
翰
紹
ｅ
裡
髄

魁

で按分

と後援会活動

．領収書金額(a)

;0j 円

1安分率(b)

1／2

％

』堅』労1口男U貢￥山醒RコハUノ

ﾉざぅ 円



様式第1－1号

侭金項目 ．サーチキー
支出証拠

一｢5－｢m
書

胃・議員E

論による支出がある土易合は、領収書菫宰0 叉U…活冒1善の語

記入すること。

鑿理番号

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 愚 経理担当者 ■■

経費項目 藩f究費･研修費･広聴広報費。 雷調謂鐵費･会議費･資料作成費･厩嶽冒･臺務費．蔀 ･人件費

内 容
r

■

書籍購入代

年月 日 令和ノー年7月牢～令和 年 月 日 金額 壬Yよで 円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 琴鑛入(書籍名:0-fil2…鼻ｸﾊ裂綣上-.下 ）

関連性

ｐ
●

県政関連の情報を収集し、政策や議会質問等の参考にする。

＞収書貼付枠
■

く領

－－－－ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－可
-------T---｢-------T--- ， ， I

F－－－－－~一-一一-一一

弐
一
や
、
侭
〉
〕
‐
ユ
画
一
暖
↑
坐
コ
ロ
ピ
、
〆
も
主
ョ
画
汗
俊
削
、
、
シ
ー
ヅ
”
。

梶
罐
崩
緤
細
筈
罐
剰
箒
鞄
蝉

〆O

夕温喜母瞥伽届H－〕哩騨4Ⅱ並′ fIJe題鹿里届肖畳如騨_〕ﾄﾊ/製.牡！
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ぺ
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載
再
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園

※‐

| ’

‐

‐

ー

‐

蕊一

…__萱_‐

民

奇

___EY?__

蕊

揮
州
精
樺
里
調
ハ
ハ
レ
ャ

藤

圧
一
十
一
掴

叶
一
膜
一
十

油
一
十

。

｡

計

朧

蝉

蝉
扇
艦
骨
目

甲
里
匿
等
侶
仰
椚
佃
畦
垣
誰h凹

曽髄

［
画
菫
一
・
画

ト
『
○
○
ｍ
『
マ
ひ
嵩

（
“
め
ぐ
め
“
）

暉
哩
筒

等
篝
伽
判
畑

ト
刺
Ｉ
ト
ロ
ー
Ｎ
Ｃ

口圏隠巾龍ﾛ胸 員停<押岬 網羅 i」迄要く 妻娼 筆 榊

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

千W" 円

按分率(b)

／ 、

100％

政務活動費支出額(a×b)

抄j~ロ 円



～

納品書 2020年07月27日 頁 1
36984No

四本康久様

章騨
.~; '! FAkn､~: I FAXn

〒11下記の通り納品致します。

¥4_950

求書
主
月

二
孟
口

頁12020年07月27B36984No

〒11

四本康久様

下記の通り御請求申し上げます。

¥4_950

込口座みずほ銀行江戸川橋支店(普)1327831

行 商 品 名 部 数 定 面
一
三
口

〈
ロ ･金 頂

1 D-file2020年7月発行号(6月号）上｡下 2 2,475 4,950

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

摘
要

合
計 2 4,950

行 商 品 名 部 数 定価
一
三
画

〈
ロ ･金額

1 D-RIe2020年7月発行号(6月号）上｡下 2 2,475 4,950

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

摘
要

合
計

2 4,950



様式第1－1号

侭金項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書
一一

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 ﾉ7－/8

決
裁 会派代表者 経理責任者 昏 経理担当者

経費項目 調罰f究費･研修費･顧紘報費･野謝鞠鐵費･会議費･資料ｲ鰄費･資料購入費。鐙 ･事獅漬･人件費

内 容 親A機り-入〉 (1
年月 日 令和旦年

1

7 月27日~令和 年 月 日 金 額 8『ロワ 円

目的 －

使途
－

関連性

－

く領収書貼付枠＞

＃ ロー夢ﾂｰ訂1－一一｢一一一京師|jﾖﾆﾘご師~~1-

州
し鋤〃

領収書金額(a)

'7‘ ､の 円

按分率(b)

I/Z

％

政務活動費支出額(a×b)

3肺▽ 円



様式第1－1号

使途項目 ｻﾃﾁｷｰ 支出証拠書
｢7'71牛'一[万~｢5~｢rl

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 。

鑿理番号 7－／7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑤ 経理担当者

経費項目 調縦費･研修費･広聴広報費･霧淵謁勧費･会議費･資料侑鑪･資料購入費･事務費･難所費･人件費

内 容 僻流餓鬼我家（擁杖年）
年月 日 令和少年7

●

月多印～令和 年 月 日

1

金額 知窪、円

目的 鴎の力触練｣寵施ｲ汎‘現'"規察縮癖獅ﾉ柵I)
使途 表邇_髭一塁蝉料

関連性

『もｿﾌ(1く'ﾉ縣,税_,を〃源とす3事業形ﾊ收況を調査ム祐議ヤ
季齢地動'二港ｳ'17M<｡

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり
6

ﾛ ｡

裳溺約に
-ｵか刑zﾊｧﾎ3．

領収書金額(a) ､

物“ 円

安分率(b)

／

／” ％

政務活動費支出額(a×b)

之"の 円



學』

原本: Z年7月整理番号7-β参照
§

一

苑 苑’

’
1

１
１
１

領鰡：駅-No 51201510

領 収 書

８
２

６
領収書No
窓ロ-No

８
２

６

;RFNo 51201510

領 収 圭
冒

’

様艤
一

金額
轄潤明

但し､乗車識として 〆

金額 羅謹親 1

Ｉ
■
■
■
１
１

但し､乗車識として

上記金額確かに領収致しました
上記余劉勧)に御畷しました

鋤雛嚥撫
1

1

諏旅蝋撫
剰用いただきましてありがとうございます剣用いただきましてありがとうございます

１
１
０
０
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
０
ｏ
Ｉ
０
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｐ
０
０
Ｕ
０
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｊ
Ｉ
Ⅱ
０
●
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
０
０
ｆ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
’
１
１
０
０
１
１

印綴税申告納

付につき名古屋中村

税務署承認済

新富士駅

■■
新富土駅

現金出納社員

繩陶 細確俺ノ
現金出納罎

土一

更ｲ焔：四本康久 教
f彫o受％枢泌z〃離證 四本康久 円○

画

一

;

馳
号
瀝
軍

領 収 証
， i

P
U

I

■■一 』■■q■■■■＝q■■■■ー

■ q■。■■■■■■ ■■■ 1■■■■■■ ’■■■ 1■■■

ﾛ■ ■■■■■■■ ■■■ー‐■■■■＝】■■■

■■ 1■■■■■■■ ■■■ ﾛ■■■可■■■ 。■■ ロ■■■

－_ ■■■ ■■■己■■■＝I■■■

■■ 1■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 』■■■■■■■■ー■■■

ー 一一

但一

上記正に領収.いたしました

内 訳
皇士市柳島276-i

税抜金額

駐車場ミニパーク消費税額等（ ％）

TELO545-61-7863
コクヨウケー1048

1

熱意：四本康久但し書:駐鞘
派静岡→藤授例月 1



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠 書

一｢5T5~｢I~1

民分､による支出がある場合 67KT則 苫動誉の語

記入すること。

轄理番号 7－/〃

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰調誇醗費･会議費･資料侑鑪･資瀧騰入費･事務費･團壷圏･人件費

内 容 事務所賃借料（ 》月分）

年月 日 令和シ年7月ろ| 日~令和年月 日 金額 31,275円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

＜､T貝乢X書貝占1寸砕＞

一
一一

’
1fO-0

120七0

ﾘI
I

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

62,550円

按分率(b)

1／2

ノ ％

政務活動費支出額(a×b)

31,275 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7TﾗTヨー｢5TUTZ1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ－四本康久）

蔓分による支出がある場台 弓皀収菫 厚み午霊亙胎7Ki酌

記入すること。

鑿理番号 7－／7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･圃就報費･霊誰標轆轤･会議費･資料I賊費･厩爾･事務費･事務所費｡人件費

内 容 新聞購読料（静岡・岳南朝日新聞、富士山新報）
，ハーハ

年月 日 令和ﾝ年′月31ロ ～令和 年 月 日 金 額 円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 ”年7月購読料
政務活動・

県政との

関連性．

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

く領収書貼付枠＞

]－6面？ご証|凧一－－－~~輌而’
ｼZﾉﾌﾞ､､ﾝR､'イ

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

鐵円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

灘円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢7TﾗT5]－囮~｢5-同
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

整理番号 7－2〃

決

裁
会派代表者 鰯 経理責任者 ② 経理担当者 ■■

経費項目 調叡f究費． 研修費・広聴広報費･蕊調誇鰯費･会議費･資料I賊費･團彌周･事務費･事務所費･人件費

内 容 新聞購読料（しんぶん赤旗日刊・ 日曜版）

年月 日 令和＞年7月う1 日~令和 年 月 日 金 額 4,427円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 _2/eザ 月購読料

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

く領収書貼付枠＞

F~."~-…ー~~~~一…一~~…--------櫓一・一・-- -------.---一-－－．，．．－－ ． ．－－－－"……--耀‘｡" .….…--.…-...…一"､－，~"『_『.………
I F

副
『
『
満

四本康久

-詩肩i蕊議，
一 二ユ ■四 ~ 一面凹士

赤旗｣－－￥‐

｢しんぶん赤旗｣日曜版
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軸
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上記の金額たしかにいただきました。

L舞典溌景鋤崖員会
i〒410-0312沼津市原698-1 。

、 領

I

収
日

TELO55-968-7150
FAXO55-968-7155

?/＃
､凸一一画． 一 ｛

扱
室
已

唱

f 二

I ．
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ー▼ 誤q F 一 ■豆 ～ ■辛■ ＝■PF n向 ①ﾛ ■ ■ 凸 ｜
サー一

■
■

■q

云中■一一一一■＝

』垂邑雪藍…冒宝罰‘

＝＝ロー~■唾＝厚

■■■日

騒
劇
ｑ
１
■■

ﾛ■戸一

蝿

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,427 円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,427円



様式第1－1号

一
使途項目 サーチキー

支出証拠書
匠匝一FT5TZ1

議員氏宅

よる支出がある場合は、 6副又書等の金籠 吟7K耐1 雪1書の壱

記入すること。

経費項目 調査研究費･研修費･鰯諏燕費･蕊調誇鱗･会議費･資料I賊費･厩隔胃･事務費･事翻了費･人件費

内 容 新聞購読料（公明、聖教新聞）

年月 日

B

令和
e

z一年ワ月ツ1日~令和 年 月 日 金 額 3,821 円

目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 二心 年ク月購読料 ‘

政務活動。

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

く領収書貼付1竿＞

別紙のとおり

●

0 6

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,821 円

按分率(b)

／

100％

耐丁謹拝昏h雲寺卜Ll安百/昼vl_､、

3,821 円
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新聞購読料 領収証

四本康久様

ご購読ありがとうございます。

蕊馨等芦迦蔓鶏圭

その他購読料等領収証

稲葉 和弘
富士宮市上柚野1
0544-29-3501

販売店

住所
TEL

ワ ．
~

FAX 0544-29-3503
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様式第1－4号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

｢7Tg-｢可]－｢UTU~｢Z1

7【 皿本屋浩 孟或じC

I

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり別紙のとおり

亭今まめ7KT酌よる支出がある#湯合は、領収雲り

ること。

＝少~壱ワ

決
裁 会派代表者 ㈱ 経理責任者 ② 経理担当者 ■■

区分 前回給油領収書貼付分)A 今回値近の)給油B 総走行踞誰C=B-A

年月日 年 月 日 Z020年7月､ｼ／日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行賎f (m)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 :領収書金額（円）×走行畷tm)/総走行距離（上記c)M)
/~す、蔬当限麿割合による按分:令副叉書金額（円）×充当限度害恰 ｡ 一～

謎 夢

走行胤難(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km /Zj-′〃

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名四本康 卑韓と

上／"lflz,、
領収書金額(a)

ﾕﾌﾔ"わ 円

按分率(b)

〆/〈>‐
％

政務活動費支出額(a×b)
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ドﾄ刮旧=ﾋー 橿溌塵⑨灘Enejet

ﾄ訓旧=ﾋー
納品書願1曙）

γ麹_ド舎:"…i"!5:"売上

22()42-900000-659

現金会員

車両番号 実車番
2000-00

レギュラーG SI'-13
24.00L 水

125円

合言卜 ¥3"M/
（消緊聡110%対象 ¥3,000
内消費税等 ￥273）
お預り ¥3,000

EneJet富士宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700

脇職制!；:2＄
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…
！

=--- 雄
4800010000

1聖

480001000［

レギュラー
021000 ￥3000

24.39L @123.0 L-4N-10
割引適用(014337）
3円/L,個割引済み

レギュラー
021000 ￥3000

24.00L @125.O L-4N-10

割引適用(014337）
3円/L,個割引済み
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

小計 判,000
(10%対象 ￥3,000

内消費税 ￥273） ，＃
合言十 ¥3"OOO"
お預かり ￥1000O お釣 ￥7000
上記にて領収書とさせて頂きます
Tﾎﾟｲﾝﾄ:基本P 13P

特別P OP
今回計 13P

利用Tポイント OP
利用可能Tポイント 1057P
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
討細はwww. ts i te. jpに
てご礦認下さい。
当日綺由レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人様1回1枚の利用となります
No.1651 担当:0001
POS番号01
2020/07/08 釣溺云票No.eggB
－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

麺20需品品晟1琴簔一
金勺金芸李蕾￥フOOO
2020/07/08 釣銭番号6998
2806998070005

i
,i28

07/0

０

印

１
１
１

一

小計 ￥3,000
(10%対象 ￥3,000
内消費税 ￥273）
合言十 ¥3"00O
お預かり ￥300O お釣 ￥O
上記にて領収書とさせて頂きます
Tﾎﾟｲﾝﾄ:基本P 13P

特別P DP
今回計 13P

利用Tポイント OP
利用可能Tポイント エOS5P
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
詳細はWww. ts i te. jpに
てご確認下さい。
当日綺由レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人様1回1枚の利用となります
No.8130 担当:0001
POS番号01
2020/07/04

摸捕：四本康久

お釣り
Tｶｰﾄﾞ､番
.｢ﾎ贈'ｲﾝﾄ：

〆

,4f
‘ソ

特別P OP

今回計 13P
利用ポイント OP

利用可能ポイント 1 070P
本日付与されたポイン|､は2～3日
目以降に反映されます“有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります“
言絲mはM1』Ⅲ.tsite.jF,にてご確認下さ
い。
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更私意：四本康久
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EneJet小泉SS
静岡県富士宮市小泉155-3
TEL:0544-25-5822
2020/07/14(災)21:00

畠ノ、イハー

宮市ひは1
7-440鯵

(土職:55
－‐

］
皇
昌
〃

畠.ハイバ．

宮市ひば

製撚‘
室員

様
4800010000

1邪

48000100nr

021000

24.39L @123.0L-
割引適用(014337）
3円/L,個割引済み

￥3000

2N－4
伽ormjnffJOO

24.39L

|適用(014
/L・ｲ固割届

¥3UUL

] L-6N-1G

UZ1000

24.00L

割引適用(014
3円/L・ｲ周到層

¥3000

D L-4N-10
一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一

小計 ￥3,000

鱒￥淵詳お預かり 輻00O お釣 ￥20
上記にて領収書とさせて頂きます
Tﾎﾟｲﾝﾄ:基本P 13P

特別P. OP
今回計 証SP

利用Tポイント OP
利用可能Tポイント 9S>P |
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます｡有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります｡・
言細はXZW. ts i te. jpに
てごi欝認下さい。 、
No.8095 担当0001
POS番号01
2020/07/14 釣銭伝票No.5559
， ﾆニニー＝－ー一一'一一ー一一一一一一＝ﾆミー

襄癖星許鴬.

I卿lllllll lllllllllll l||‘

. ご周I

¥3,000

蕊．"舗鞠
上記に とさせて頂きます

雛 ユ部.Tﾎﾟｲﾝﾄ

今回計 13P
利用Tポイント OP
利用可能Tポイント エO31P
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
詞細はX"yf _tsiterYjpに′
雪繍蹴ﾈで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ､発行当日のみ有効。
おユ人様1回1枚の利用となります
No,7040 担当:0001
ｺOS番号01

2020/07/22 釣銭伝票No.25S.
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詰。

＃内消費税

#嘉討判0，
#上記にて領収書

IM;"
I利用可能Tポイシ

|醐艤総
|等の理由で､ Tま
j加算されないこ

i 冒細はwww．
」てご確認下さい‘
｜当日綺由レシー
i ドトール単品ド
i l杯30円引き
|※当店のみ､謡
Iおユ人様ユ回ユ1
1 N0.7486 抵
i PoS番号01
’ 2020/07/31

…

卜

｝

岡重r稀ｱｰ壷篁L煙＝一一一
EneJet宮原SS
静岡県富士宮市宮原387-1
TEL:0544-66-8500,

2020/07/28(火"0:19

＝‘‘‘皿‘‘儲
レギュラー

021000 ￥3000
24.00L O125.0 L-1N-1

割引適用(014337）
3円/L,個割引済み

小計 ￥3,000
(10%対象 ￥3;000
内消費税 ￥27

詳言言十 ¥3"OO
お預かり ￥300O お釣
上記にて領収書とさせて頂きます
Tﾎﾟｲﾝﾄ:基本P 13P

特別P OP
今回計 13P

利用Tポイント OP
利用可能1ポイント ユ173P
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
言報田はwww. ts i te. jpに
てご確認下さい。
No.5132 ･担当:0001
POS番号01
2020/07/28

－
EneJet富十宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700

脇眺剰:職
蝿"",儲

レギュラー
021000 ￥3000

24.00L @125.0 L-6N-16
割引適用(014337）
3円/L,個割引済み
･一一■■■ロー一‘一一一■一ローーーーーーーローーーーーロー三一‘一一q一一ローロー -

小計 ￥3,000
(10%対象 ￥3,000
内消費税 ￥273） 鑛

合言十 ¥3"OO品〆‘お預かり 判00O お釣
上記にて領収書とさせて頂きます
Tﾎﾟｲﾝﾄ:基本P 13P

特別P OP
今回計 ユSP

利用Tポイント OP
利用可能Tポイント 1095P
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
冒絲田はwww. tSite. jpに
てご確認下さい。
当日綺由レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く） 、 ，
※当店のみ、発行当日のみ有効。
おユ人様ユ回ユ枚の利用となります
N0,7486 担当:0001

EneJet富士宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700
TEL:0544-27-4402

2020/07/24(金)並:18
様

800010000

レギュラー
021000 ￥3000

24.39L @123.O L-4N-10

割引適用(014337）
3円/L,個割引済み

小計 、 ￥3,000
(10%対象 ￥3,000
内消費税 ￥273）
言言十
お預かり ￥500p請一珊吊′
上記にて領収書とさせて頂きます
Tﾎﾟｲﾝﾄ:基本P ユ3P

特別P OP
今回計 ユBP

利用Tポイント OP
利用可能Tポイント ユユ53P
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
詳細はwww. ts i te. jpに
てご礦認下さい。
当日綺由レシートで
ドトール単品ドリンク 。
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人様1回ユ枚の利用となります
No.0112 担当:0001
POS番号01
2020/07/24 釣淘云票No.3273
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様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢ﾗm－｢U~｢5T51
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理率 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴癖費･要請鬮青等働費･会議費･資料I賊費･資I糖入費･瘻霧胃･事WT費･人件費

内 容 携帯電話使用料（＞0年6月分）

年月 日 令和>年7月ﾗﾉ日~令和 年 月 日 金額 32＝
、

“ 円

目的

使途

関連性

く領収書貼付枠＞

支払合計額 ﾄﾀｲ補償料 政務活動費請求対象額

お” 円－750円×L10= 6全ろz円

」
一一一

02=07-31

、

応「一一両扉｢両ﾓｰ踊孑一下

齢
嘩

の理由

活動と私用で按分

領収書金額(a)

6､方3Z 円

按分率(b)

1／2

％

T鮪零涯舌斗,塞寺LI｣語/句Y1-､、

3,z" 円



日頃、 ドコモのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 （ 1／ 1ページ)d5E◎、。

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊＊＊ ・
ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(NTT東西の加入電話等）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、社団淺人電気通信事業者協会から1番号当たりの費用（番号単価）が公表されています。

蕊擬観綴驚懸蕊蕊 蕊識蕊手，､永夛燕鎚』欝詫 蕊溌蕊熟懸溌蕊
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岫
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讃誹
投燕鳶影灘謬認蝋凝亀識罰灘鐡撚蕊麓乱》‘噸

黙
群
藏
雛
鶴

零F ,…角一画 ｡ 方一 ‘

敷塞全零
懲卿嬢』鐡零埼需'､．~’ 壷､ .…

ﾏﾛ■■■■■■■■■■■■■

守身秘辮繋鯉鐇鍛=暉恥睡辰や‘藩潔蕊譲』犀, トンペ増串‘蕊溌』縦

一－ ■一一＝■■ ｡ = = ▲

ご利用期間（
一

Ｊ隅
埜

癖
鰕

》
鍛

醒
鐸

込
‐

菖
神

い
八

￥
》
一

毎
舜凌駿

6／1～6／30）

’ん

「~一一_一一一_一_一一一一一一ー一一弓戸

◇基本使用料等（計）
3,480 3,480 ギガライト2：2年定期 ステップ2： 1G日～SGB 合算

3,680 (内訳）ギガライト2：2年定期

-500 (内訳）みんなドコモ割 2回線

3” (内訳) spモード利用料

0 (参考）高速通信ご利用データ量は 2． 1G 合算

◇通話料・通信料（計）
1,937

237 Xi ・SMS通信料 6月ご利用分 合算

1,700 かけ放題オプション定額料 合算

.◇その他ご利用料金等（計）
1.272

300 留守番電話サービス利用料 合算

200 あんしんセキュリティ利用料 合算

除外 750 ケータイ補償サービス(750円コース） 合算

400 あんしん遠隔サポート利用料 合算

-380 あんしんパックモバイル割引 合算

300 ドコモWi－Fi利用料(spモード） 合算

-3㈹ キャンペーン割引料（ドコモWi-Fi) 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります 合算

◇消費税等相当額（計）
668

668 消費説等相当額（合計） 合算表示の料金合計×1o％

◇合計
7．357 7,357 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、 6月末で 20年3か月となりました。

○ポイントのお知らせ

6月ご利用分に対する獲得ポイントは、 60です。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 6， 6B9円です。 ）

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。

○ステージのお知らせ

6月末のステージは、 プラチナステージです。

※その他のステージ情報はWEBをご確認ください。

○個別にご請求のファミリー割引グループ電話番号。 (2020年6月30日現在）

ﾛ■■■■■■■■
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様式第1－1号

． ｜

糯諾-房帝l ‐“
使途項目

（崖派名議員氏名

証拠書

ふじのくに県民クラブ一四本康久）

’

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 7－Z卒

決
裁 会派代表者 経理責任者 愚 経理担当者 ■■

経費項目 厨壷霊 ･研
l

I

彦費･広聴広報費･霊調誇鬮債.会議費.資糾伺鑪.資料購入費.事務費.事緬費.人件費

内 容 県庁
｜

にて調査
年月 日 令和

’

1－年ズ月31日玲和 年 月 日 金額 ％ Z心円、

目的

骸当項目に丸印）
部局事業

I “

、 リング・地元要望活動・会派内調整打合せ・政務活動資料の整理

使途

骸当項目に丸印） 蚕鯵 宿泊
｜ ，
費・織斗

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

:憲籔慧難:拳薫蕊;蕊手鏡霧懸る。
Q確認した事業の内容や進捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。

、 議案の審議に必要な情報として､県施策の状況を確認する。
・ 会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

I

｛

1
閨
1

1
F

｜
｜

’

f

⑪

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

円

I 安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

う6
ー

Z畠④ 円
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領 Ⅲ 書
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一

鐇

鳩獣鼎
些塁謹些L－－
上記金額確かに御畷しました

東海旅雛蝿＃
ご利用いただきましてありがとうございます

鴎
籠士駅

Ⅱ現金出納鰻

年7月整理番号7－β参照ま §Z
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領 収 書

－－藍
金額
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上記金燕勧)に御畷しました
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月×苑汝＝〃z'〃
一園■■－－－一ー－－－－－－－ー一qq や一生■ー酷■鄙一一一一唖一一

蒋崎 四本康久
』
勺

新富士一 静閃胸凛） 7,9&0
一

一

領 収 証

_三-塁Z上皇LL

但

上記正に領収ぃ
内 訳

壼窪孟壼－－－－
税抜金額

消費税額等（ ％）
一一一屯ー一一－一一一一一一一一一一一一一一一一＝

たしました

富士市柳島276－6

駐車場ミニパーク､
TELO545-I61-7863'"

但し書､駐車計

コクヨウケー1048

r7鰯：四本康久



様式第1－1号

言

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗN珂一｢5~｢UTI1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一四本康久）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

華理番号

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰調誇働費･会議費･資料ｲ鰔費･資1樵入費･事務費･議所費･照胃

内 容 事務員の雇用（ 7月 分）

年月日

『

令和二年ワ月31 日~令和 年 月 日 金 額 /3R
。 e/D円

目的

使途

政務活動．

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

／‘岳｡‘ｼ○円

安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/3fb"o円
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令禾W零） 氏 名 支払額 領収印

）
非 ■■ 少”"の ■■

令和零） 氏 名 支払額 領収印
一

ク月 ■■■ '二?‘’
｡

令和零、｝ 氏 名 支払額 領収印

？
也
月 ■■■ 〃?”

令禾蝶） 氏 名 支払額 領収印

7
一

月 ■■■ 2_4@"'c

令禾I
ｑ
Ｊ
″
画
昌蕊 氏 名 支払額 領収印

■■■ ろ“'
夛ロ ■■



専一－肴ロ ー琴T自 由－口■4口■－－訂 b 一司 一

会派様式第5号

續雇用 実 表

I

日 曜日
．雇用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1

2

3

4

5

6

7 6 6 地域の意見･要望の聴取
8

9

1D

11

12

13 月 6 6 地域の意見･要望の聴取
14

15

16

17

18

19

20

21 火 6 6 f 域の意見･要望のI 恵取
22

23

24

25

26

2フ 月 6 6 1 狙駆uﾉだ現･要望の聴取
28

29

火 6 6
■一■ ■ 巳 . ■▲ー一＝一 一■一

30

31

計 (A) 30 (B) 30 一主

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和
ふじの謹製

日

ブ四本康

[政務活動責充当計算}･･･①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算

3製鐵闘 分'×阜価["や円I=3｡"一円円ﾘ×(B) /(A) = 円

出する。 、匙』_一



会派様式第5号

雇用実績表

I

（

7 月分 氏 ・名 I■■■
一
二

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1

2

3‘

4

5

6

7

8 フ
一

、 吟 ； ”工或の煮圓.やぎり鵬取
9

10

11

12

13

・ 14 火 6 6 減匁鐵’急ﾛ､鮮埋9月耀取

15

16

17

18

19

20‘

21

22

23

24

25

26

27

28

29
■

30

31

計 (A) l画一 (B) lZ=

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年ｸ津/日
ふじの<に県民クラブ四本康

■

{政務活動費充当計算}…①又は②の算式を用いて､政務沽動貢充当分を算出すも。 、詮…鐸”
①(B)[ (塒間 分}×単価[('"円}=(Zg'、円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) = 円



会派様式第5号

雇用実績表

＊証明は､雇用主が署名して押印する。

日 曜日 雇用時間数 うち政務活動費

業務時間数

政務活動業務内容

1 水 6 6 地域の意見･要望の聴取

2 木 6 6 地域の意見･要望の聴取

3 金

4 土

5 日

6 月 6 6 地域の意見･要望の聴取

7 火

8 水

9 木 6 6 地域の意見･要望の聴取

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水 6 6 地域の意見･要望の聴取

16 木 6 6 地域の意見･要望の聴取

17 金

18 土

19 日

20 月 6 6 地域の意見･要望の聴取

21 火

22 水 6 6 地域の意見･要望の聴取

23 木 6 6 地域の意見･要望の聴取

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水 6 6 地域の意見･要望の聴取

30 木 6 6 地域の意見･要望の聴取

31 金

計 (A) 66 (B) 66

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和z一年フ彫｜ 日
ふじの〈に県民クラブ四本康

{政務活動費充当計算} ・ ・ ・①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。

①(B){"時間 分}×単価｛〃”円}= 661-円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) = 円



会派様式第5号

雇用実績表
伊ﾛ

、
Ｉ

ク月分 氏 名 ■■■■■■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1

2

3 金 ざ ざ 淀成旬蔭ター騨司聴忠I 尾
4

、 、

5
9鐸

"辱｣ .，

6
e 寺

7

8

9

10 奥 ざ ざ 垂或‘弓焉且､よ 享薑司亙j恩取
11

12

13

14

15

16
面1中

令

17 企 召 ざ 』起動《の鴦且J掌薑司聴』 叉

18

19

20

21
四 ●

22 1 句

23

､ ヘ

ヅ鍛
唾､ ご背

吾J,1・
牛 D

24

25

26

27

28

29

30

31 全 ろ ぢ ェ唾倒可､ ､龍1－章藍の耳悪旦々

計 (A) ｡』ユ (B） 。l竿
j

￥ ･L

4亀 、 ｡､
～ T

ﾛ ロ

上記のとおり雇用したことを証明する。
尽
塚

豊 ﾛ

令和＞年ｸ月31日
ふじの<に県民クラブ四本康

{政務活動費充当計算}・・

8愚灘闇 分）
.①又は②の算式を用いて､政務活動責充当分を算出すも。 、匙§…鐵〆蕊溌
×単価［ I｡､ク円}＝…"円

円｝×(B) /(A) = 円



会派様式第5号

雇用実續表

月分 ｜ 氏 名

I

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 '|く ノ 』

2
一

／ 、 仁 /クー／ろ 棚ﾉ鯛(『の痴凰唾塑の耳砲'頁又
3 ／

入

し /D"､/ /4 伽一歩鍬の農詠風露穆のZ ;晩掛又
4

5

6

7

8 っk 6 /ワーィも 伽r謝の移し豆呼握の耳鏥【目ヌ
9

10

11

12

13 日 6 r0，､, /と 州/歩謝の砲見薄塑の耳嚥3: 非又
・ 14

15

16

17

18

19

20

21

22 ﾌﾉ〈 息 /〃〆rも 御｡T数W顔圓/野』多の頁聡免Z
23

24

25

26

27

28

29 ム /クマ／6 ．i〃j謝》仇省個ゞ醗窮の卸吻I算更

30

F グ

31

計 (A) ラウ (B) 33 金一

上記のとおり雇用したことを証明する。 蕊漂f撫空四本康

I繍霧蕊計訟i望器冤騎製悪評活勤賓充当分を真…。
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) - = 円

~差一言一


